
○ 介護保険においては、地域保険の考え方から、住民票のある市町村が保険者となるのが原則。
○ その原則のみだと介護保険施設等の所在する市町村に給付費の負担が偏ってしまうことから、施設等の整備が円滑に進まないおそれ
がある。

○ このため、特例として、施設に入所する場合には、住民票を移しても、移す前の市町村が引き続き保険者となる仕組み（住所地特
例）を設けている。

＜現在の対象施設等＞
(1) 介護保険３施設

(2) 特定施設（地域密着型特定施設を除く。）

・有料老人ホーム

・軽費老人ホーム

(3) 養護老人ホーム

住所 Ｂ市
住民税、行政サービス、選挙権 Ｂ市

介護保険の保険者 Ａ市
介護保険料、保険給付 Ａ市

＜制度概要＞

Ｂ市
Ａ市

①入所

住民
有料老人ホーム
（サ高住含む）

特養など

一般住宅

施設サービス
②費用請求

自宅

（参考）
有料老人ホーム：住まいと食事や生活支援サービスを一体で提供。

介護サービスも同一事業者が提供する場合が多い。

サービス付き高齢者向け住宅：「安否確認」や「生活相談」の提供が必須。
介護サービスは外部の事業者が提供する。

介護保険の住所地特例について
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